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１ 文化芸術振興基本法（平成１３年 法律第１４８号） 

 
目次 
 前文 
 第一章 総則（第一条―第六条） 
 第二章 基本方針（第七条） 
 第三章 文化芸術の振興に関する基本的施策（第八条―第三十五条） 
 附則 
 
 文化芸術を創造し、享受し、文化的な環境の中で生きる喜びを見出すことは、人々の変

わらない願いである。また、文化芸術は、人々の創造性をはぐくみ、その表現力を高める

とともに、人々の心のつながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供し、多様性を受け入

れることができる心豊かな社会を形成するものであり、世界の平和に寄与するものである。

更に、文化芸術は、それ自体が固有の意義と価値を有するとともに、それぞれの国やそれ

ぞれの時代における国民共通のよりどころとして重要な意味を持ち、国際化が進展する中

にあって、自己認識の基点となり、文化的な伝統を尊重する心を育てるものである。 
 我々は、このような文化芸術の役割が今後においても変わることなく、心豊かな活力あ

る社会の形成にとって極めて重要な意義を持ち続けると確信する。 
 しかるに、現状をみるに、経済的な豊かさの中にありながら、文化芸術がその役割を果

たすことができるような基盤の整備及び環境の形成は十分な状態にあるとはいえない。二

十一世紀を迎えた今、これまで培われてきた伝統的な文化芸術を継承し、発展させるとと

もに、独創性のある新たな文化芸術の創造を促進することは、我々に課された緊要な課題

となっている。 
 このような事態に対処して、我が国の文化芸術の振興を図るためには、文化芸術活動を

行う者の自主性を尊重することを旨としつつ、文化芸術を国民の身近なものとし、それを

尊重し大切にするよう包括的に施策を推進していくことが不可欠である。 
 ここに、文化芸術の振興についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、文化芸術

の振興に関する施策を総合的に推進するため、この法律を制定する。 
 
   第一章 総則 
 （目的） 
第一条 この法律は、文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであることにかんがみ、

文化芸術の振興に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかに

するとともに、文化芸術の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文

化芸術に関する活動（以下「文化芸術活動」という。）を行う者（文化芸術活動を行う団
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体を含む。以下同じ。）の自主的な活動の促進を旨として、文化芸術の振興に関する施策

の総合的な推進を図り、もって心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与するこ

とを目的とする。 
 （基本理念） 
第二条 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重され

なければならない。 
２ 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の創造性が十分に尊重されると

ともに、その地位の向上が図られ、その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければ

ならない。 
３ 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれなが

らの権利であることにかんがみ、国民がその居住する地域にかかわらず等しく、文化芸

術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備が図ら

れなければならない。 
４ 文化芸術の振興に当たっては、我が国において、文化芸術活動が活発に行われるよう

な環境を醸成することを旨として文化芸術の発展が図られ、ひいては世界の文化芸術の

発展に資するものであるよう考慮されなければならない。 
５ 文化芸術の振興に当たっては、多様な文化芸術の保護及び発展が図られなければなら

ない。 
６ 文化芸術の振興に当たっては、地域の人々により主体的に文化芸術活動が行われるよ

う配慮するとともに、各地域の歴史、風土等を反映した特色ある文化芸術の発展が図ら

れなければならない。 
７ 文化芸術の振興に当たっては、我が国の文化芸術が広く世界へ発信されるよう、文化

芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進が図られなければならない。 
８ 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者その他広く国民の意見が反映さ

れるよう十分配慮されなければならない。 
 （国の責務） 
第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、文化芸術の振興

に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 
 （地方公共団体の責務） 
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、文化芸術の振興に関し、国との連携を図

りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責

務を有する。 
 （国民の関心及び理解） 
第五条 国は、現在及び将来の世代にわたって人々が文化芸術を創造し、享受することが

できるとともに、文化芸術が将来にわたって発展するよう、国民の文化芸術に対する関

心及び理解を深めるように努めなければならない。 
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 （法制上の措置等） 
第六条 政府は、文化芸術の振興に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の

措置その他の措置を講じなければならない。 
 
   第二章 基本方針 
第七条 政府は、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図るため、文化芸術の振

興に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 
２ 基本方針は、文化芸術の振興に関する施策を総合的に推進するための基本的な事項そ

の他必要な事項について定めるものとする。 
３ 文部科学大臣は、文化審議会の意見を聴いて、基本方針の案を作成するものとする。 
４ 文部科学大臣は、基本方針が定められたときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 
５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 
 
   第三章 文化芸術の振興に関する基本的施策 
 （芸術の振興） 
第八条 国は、文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術（次条に規定するメデ

ィア芸術を除く。）の振興を図るため、これらの芸術の公演、展示等への支援、芸術祭等

の開催その他の必要な施策を講ずるものとする。 
 （メディア芸術の振興） 
第九条 国は、映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用

した芸術（以下「メディア芸術」という。）の振興を図るため、メディア芸術の製作、上

映等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 
 （伝統芸能の継承及び発展） 
第十条 国は、雅楽、能楽、文楽、歌舞伎その他の我が国古来の伝統的な芸能（以下「伝

統芸能」という。）の継承及び発展を図るため、伝統芸能の公演等への支援その他の必要

な施策を講ずるものとする。 
 （芸能の振興） 
第十一条 国は、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能（伝統芸能を除く。）

の振興を図るため、これらの芸能の公演等への支援その他の必要な施策を講ずるものと

する。 
 （生活文化、国民娯楽及び出版物等の普及） 
第十二条 国は、生活文化（茶道、華道、書道その他の生活に係る文化をいう。）、国民娯

楽（囲碁、将棋その他の国民的娯楽をいう。）並びに出版物及びレコード等の普及を図る

ため、これらに関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 
 （文化財等の保存及び活用） 
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第十三条 国は、有形及び無形の文化財並びにその保存技術（以下「文化財等」という。）

の保存及び活用を図るため、文化財等に関し、修復、防災対策、公開等への支援その他

の必要な施策を講ずるものとする。 
 （地域における文化芸術の振興） 
第十四条 国は、各地域における文化芸術の振興を図るため、各地域における文化芸術の

公演、展示等への支援、地域固有の伝統芸能及び民俗芸能（地域の人々によって行われ

る民俗的な芸能をいう。）に関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 
 （国際交流等の推進） 
第十五条 国は、文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進を図ることにより、我が国

の文化芸術活動の発展を図るとともに、世界の文化芸術活動の発展に資するため、文化

芸術活動を行う者の国際的な交流及び文化芸術に係る国際的な催しの開催又はこれへの

参加への支援、海外の文化遺産の修復等に関する協力その他の必要な施策を講ずるもの

とする。 
２ 国は、前項の施策を講ずるに当たっては、我が国の文化芸術を総合的に世界に発信す

るよう努めなければならない。 
 （芸術家等の養成及び確保） 
第十六条 国は、文化芸術に関する創造的活動を行う者、伝統芸能の伝承者、文化財等の

保存及び活用に関する専門的知識及び技能を有する者、文化芸術活動の企画等を行う者、

文化施設の管理及び運営を行う者その他の文化芸術を担う者（以下「芸術家等」という。）

の養成及び確保を図るため、国内外における研修への支援、研修成果の発表の機会の確

保その他の必要な施策を講ずるものとする。 
 （文化芸術に係る教育研究機関等の整備等） 
第十七条 国は、芸術家等の養成及び文化芸術に関する調査研究の充実を図るため、文化

芸術に係る大学その他の教育研究機関等の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 
 （国語についての理解） 
第十八条 国は、国語が文化芸術の基盤をなすことにかんがみ、国語について正しい理解

を深めるため、国語教育の充実、国語に関する調査研究及び知識の普及その他の必要な

施策を講ずるものとする。 
 （日本語教育の充実） 
第十九条 国は、外国人の我が国の文化芸術に関する理解に資するよう、外国人に対する

日本語教育の充実を図るため、日本語教育に従事する者の養成及び研修体制の整備、日

本語教育に関する教材の開発その他の必要な施策を講ずるものとする。 
 （著作権等の保護及び利用） 
第二十条 国は、文化芸術の振興の基盤をなす著作者の権利及びこれに隣接する権利につ

いて、これらに関する国際的動向を踏まえつつ、これらの保護及び公正な利用を図るた

め、これらに関し、制度の整備、調査研究、普及啓発その他の必要な施策を講ずるもの
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とする。 
 （国民の鑑賞等の機会の充実） 
第二十一条 国は、広く国民が自主的に文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創

造する機会の充実を図るため、各地域における文化芸術の公演、展示等への支援、これ

らに関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 
 （高齢者、障害者等の文化芸術活動の充実） 
第二十二条 国は、高齢者、障害者等が行う文化芸術活動の充実を図るため、これらの者

の文化芸術活動が活発に行われるような環境の整備その他の必要な施策を講ずるものと

する。 
 （青少年の文化芸術活動の充実） 
第二十三条 国は、青少年が行う文化芸術活動の充実を図るため、青少年を対象とした文

化芸術の公演、展示等への支援、青少年による文化芸術活動への支援その他の必要な施

策を講ずるものとする。 
 （学校教育における文化芸術活動の充実） 
第二十四条 国は、学校教育における文化芸術活動の充実を図るため、文化芸術に関する

体験学習等文化芸術に関する教育の充実、芸術家等及び文化芸術活動を行う団体（以下

「文化芸術団体」という。）による学校における文化芸術活動に対する協力への支援その

他の必要な施策を講ずるものとする。 
 （劇場、音楽堂等の充実） 
第二十五条 国は、劇場、音楽堂等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設置

等に係る施設の整備、公演等への支援、芸術家等の配置等への支援、情報の提供その他

の必要な施策を講ずるものとする。 
 （美術館、博物館、図書館等の充実） 
第二十六条 国は、美術館、博物館、図書館等の充実を図るため、これらの施設に関し、

自らの設置等に係る施設の整備、展示等への支援、芸術家等の配置等への支援、文化芸

術に関する作品等の記録及び保存への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 
 （地域における文化芸術活動の場の充実） 
第二十七条 国は、国民に身近な文化芸術活動の場の充実を図るため、各地域における文

化施設、学校施設、社会教育施設等を容易に利用できるようにするための措置その他の

必要な施策を講ずるものとする。 
 （公共の建物等の建築に当たっての配慮） 
第二十八条 国は、公共の建物等の建築に当たっては、その外観等について、周囲の自然

的環境、地域の歴史及び文化等との調和を保つよう努めるものとする。 
 （情報通信技術の活用の推進） 
第二十九条 国は、文化芸術活動における情報通信技術の活用の推進を図るため、文化芸

術活動に関する情報通信ネットワークの構築、美術館等における情報通信技術を活用し
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た展示への支援、情報通信技術を活用した文化芸術に関する作品等の記録及び公開への

支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 
 （地方公共団体及び民間の団体等への情報提供等） 
第三十条 国は、地方公共団体及び民間の団体等が行う文化芸術の振興のための取組を促

進するため、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 
 （民間の支援活動の活性化等） 
第三十一条 国は、個人又は民間の団体が文化芸術活動に対して行う支援活動の活性化を

図るとともに、文化芸術活動を行う者の活動を支援するため、文化芸術団体が個人又は

民間の団体からの寄附を受けることを容易にする等のための税制上の措置その他の必要

な施策を講ずるよう努めなければならない。 
 （関係機関等の連携等） 
第三十二条 国は、第八条から前条までの施策を講ずるに当たっては、芸術家等、文化芸

術団体、学校、文化施設、社会教育施設その他の関係機関等の間の連携が図られるよう

配慮しなければならない。 
２ 国は、芸術家等及び文化芸術団体が、学校、文化施設、社会教育施設、福祉施設、医

療機関等と協力して、地域の人々が文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造

する機会を提供できるようにするよう努めなければならない。 
 （顕彰） 
第三十三条 国は、文化芸術活動で顕著な成果を収めた者及び文化芸術の振興に寄与した

者の顕彰に努めるものとする。 
 （政策形成への民意の反映等） 
第三十四条 国は、文化芸術の振興に関する政策形成に民意を反映し、その過程の公正性

及び透明性を確保するため、芸術家等、学識経験者その他広く国民の意見を求め、これ

を十分考慮した上で政策形成を行う仕組みの活用等を図るものとする。 
 （地方公共団体の施策） 
第三十五条 地方公共団体は、第八条から前条までの国の施策を勘案し、その地域の特性

に応じた文化芸術の振興のために必要な施策の推進を図るよう努めるものとする。 
 
 附 則  抄 
 （施行期日） 
１ この法律は、公布の日から施行する。 
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２ 文化芸術の振興に関する基本的な方針（第３次基本方針）の概要 

平成２３年２月８日 閣議決定 

 

文化芸術振興基本法に基づく，文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図るための方

針。文化芸術を取り巻く諸情勢の変化等を踏まえて第２次基本方針を見直し，今後おおむね５年

間（平成23年度～平成27年度）を見通して策定するもの。 

 

第１ 文化芸術振興の基本理念 

１．文化芸術振興の意義 

∘ 文化芸術は，人々が心豊かな生活を実現していく上で不可欠なもの。何物にも代え難い心の 

よりどころ（誇りやアイデンティティを形成）であって，国民全体の社会的財産。 

∘ 文化芸術は，創造的な経済活動の源泉，「ソフトパワー」であって，持続的な経済発展や国際

協力の円滑化の基盤となり，国力を高めるもの。 

∘ 心豊かな国民生活を実現するとともに，活力ある社会を構築して国力増進を図るため，文化 

芸術振興を国の政策の根幹に据え，今こそ新たな「文化芸術立国」を目指す。 

２．文化芸術振興に当たっての基本的視点 

（１）文化芸術を取り巻く諸情勢の変化 

∘ 民間と行政の役割分担の見直し，地方分権の推進，民間による多様な取組の広がり。 

∘ 地域コミュニティの衰退と文化芸術の担い手不足。昨今の経済情勢や財政状況，指定管理 

者制度の導入等の影響により，文化芸術を支える基盤の脆弱化に危機感。 

∘ グローバル化の進展に伴う，相互交流の促進と文化的アイデンティティ・多様性の問題。 

東アジアにおける交流深化への期待と我が国の国際的地位の相対的低下への懸念。 

∘ 情報通信技術の発展・普及に伴う，利便性の向上と新たな社会的課題の惹起。 

（２）基本的視点 

①成熟社会における成長の源泉 

∘ 「ハード」の整備から「ソフト」と「ヒューマン」への支援に重点を移し，国民生活の質的向上を追 

求するためにも人々の活力や創造力の源泉である文化芸術の振興が必要。 

∘ 文化芸術は，その性質上，公的支援を必要とし，同時に社会的便益（外部性）を有する公共 

財であり，社会包摂の機能をもつ。 

∘ 文化芸術への公的支援を社会的必要性に基づく戦略的投資と捉え直す。 

∘ 成熟社会における成長分野として潜在力を喚起し，社会関係資本を増大する観点から，公共 

政策としての位置付けを明確化。 

∘ 文化芸術の特質を踏まえ，長期的かつ継続的な視点に立って施策を講ずる必要。 

②文化芸術振興の波及力 

∘ 文化芸術は，もとより広く社会への波及力を有しており，教育，福祉，まちづくり，観光・産業等 
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周辺領域への波及効果を視野に入れた文化芸術の振興が必要。 

∘ 雇用増大・地域活性化を図る観点，我が国の文化的存在感を高める観点も踏まえ，自国の強

みを活かした施策の戦略的展開が必要。 

③社会を挙げての文化芸術振興 

∘ 地方公共団体には，地域の実情を踏まえた特色ある文化芸術振興の主たる役割。 

∘ 民間による自発的支援は不可欠。「新しい公共」の担い手としても自立的活動に期待。 

∘ 国では，大局的観点から展望を示すこと，国力の増進と文化芸術活動の基盤・諸条件の整備 

が主要な役割。地方や民間の取組への支援，地域間格差の是正努力も必要。 

∘ 選択と集中の観点も踏まえ，厳しい財政事情にも照らして重点化・効率化を図りつつ，法制・ 

財政・税制上の措置等により文化芸術活動を支える環境づくりを進める必要。 

∘ 個人，企業，民間団体，地方公共団体，国など各主体が，各々の役割を明確化しつつ相互 

の連携強化を図り，社会を挙げて文化芸術振興を図る必要。 

 

第２ 文化芸術振興に関する重点施策 

１．六つの重点戦略 ～ 「文化芸術立国」の実現を目指して ～ 

諸外国の状況も勘案しつつ，文化芸術活動を支える環境を充実させ，国家戦略として新たな

「文化芸術立国」を実現するため，以下の六つの重点戦略を強力に推進。 

重点戦略１：文化芸術活動に対する効果的な支援 

� 文化芸術団体にとって，より経営努力のインセンティブが働くような助成方法や年間の創造活 

動への総合的な支援等新たな支援の仕組みを導入 

� 文化芸術への支援策をより有効に機能させるため，諸外国のアーツカウンシルに相当する新 

たな仕組みを導入，早急に必要な調査研究，及び可能なところから試行的取組を実施 

� 地域の核となる文化芸術拠点への支援を充実 

� 劇場，音楽堂等の法的基盤の整備について早急に検討 

� 展覧会における美術品損害に対する政府補償制度を導入 

� 寄附文化の醸成や文化芸術資源の活用促進のためのインセンティブ設計を通じ，民間による 

支援活動を促進，ＮＰＯ等「新しい公共」による活動を支援 

� 国立の美術館，博物館や劇場の機能充実，より柔軟・効果的な運営の仕組みを整備 

重点戦略２：文化芸術を創造し，支える人材の充実 

� 新進芸術家の海外研修やその成果を還元する機会等の充実，顕彰制度の拡充等，若手を 

はじめとする芸術家の育成に関する支援を充実 

� 文化芸術活動や施設の運営を支える専門的人材の育成・活用に関する支援を充実 

� 無形文化財や文化財を支える技術・技能の伝承者に対する支援を充実 

重点戦略３：子どもや若者を対象とした文化芸術振興策の充実 

� 多彩な優れた芸術の鑑賞機会，伝統文化や文化財に親しむ機会を充実 

� コミュニケーション教育をはじめ，学校における芸術教育を充実 
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重点戦略４：文化芸術の次世代への確実な継承 

� 計画的な修復・防災対策等による文化財の適切な保存・継承 

� 文化財の積極的な公開・活用により，国民が文化財に親しむ機会を充実 

� 文化財の総合的な保存・活用，登録制度等の活用により，文化財保護の裾野を拡大 

� 文化芸術分野のアーカイブ構築に向け，可能な分野から作品・資料等の所在情報の収集や 

所蔵作品の目録の整備，積極的活用 

重点戦略５：文化芸術の地域振興，観光・産業振興等への活用 

� 各地に所在する有形・無形の文化芸術資源を地域振興，観光・産業振興等に活用 

� 文化芸術創造都市の取組等新たな創造拠点の形成を支援，各地域における芸術祭，アーテ 

ィスト・イン・レジデンス等による地域文化の振興を奨励 

� 衣食住に係る文化をはじめ「くらしの文化」の実態を調査・把握，振興方策を検討 

重点戦略６：文化発信・国際文化交流の充実 

� 舞台芸術，美術工芸品等の海外公演・出展，国際共同制作等への支援を充実 

� 中核的国際芸術フェスティバルの国内開催や海外フェスティバルへの参加，特色ある国際文 

化交流の取組を戦略的に支援，メディア芸術祭は世界的フェスティバルとして一層充実 

� 文化発信・交流の拠点として美術館，博物館や大学の活動・内容を充実 

� 海外の文化遺産保護等，文化財分野における国際協力を充実 

� 東アジア芸術創造都市（仮称）や大学間交流等，東アジアにおける国際文化交流を推進 

２．重点戦略を推進するに当たって留意すべき事項 

（１）横断的かつ総合的な施策の実施 

∘ 個別施策の企画立案段階から重点戦略相互の関連性に留意，施策を横断的に実施。 

∘ 領域横断的な施策の実施のため，関係府省間の連携・協働をより一層強化するとともに，関 

係機関・団体等との協力を促進し，国家戦略として施策を総合的に推進。 

（２） 計画，実行，検証，改善（ＰＤＣＡ）サイクルの確立等 

∘ 重点戦略に係るＰＤＣＡサイクルを確立し，不断の改善を図る必要。文化審議会において，施

策の進捗状況を年度ごとに点検し，併せて有効な評価手法を確立。 

 

第３ 文化芸術振興に関する基本的施策 

１．文化芸術各分野の振興 

（１）芸術の振興 

▶新たな支援の仕組みを導入し，世界に誇れる文化芸術の創造を支援 ▶文化芸術への支援策

をより有効に機能させるため，諸外国のアーツカウンシルに相当する新たな仕組みを導入，早急

に必要な調査研究，及び可能なところから試行的取組を実施 ▶トップレベルの団体と劇場，音

楽堂等の拠点が連携した取組等への支援 ▶芸術作品の鑑賞機会，芸術祭等の充実 ▶芸術文

化振興基金による助成事業等 ▶新国立劇場における公演の充実 

（２）メディア芸術の振興 
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▶メディア芸術祭の一層の充実，関連イベントとの連携推進，諸外国への発信 ▶メディア芸術作

品・関連資料等のデータベース整備・デジタルアーカイブ化等を推進 ▶大学や製作現場等と連

携し，若手クリエーターに専門的研修や作品発表の場を提供 ▶日本映画・映像作品の製作環

境の整備，国内外への発信や人材育成，国際共同製作への支援，東京国立近代美術館フィル

ムセンターにおける作品の収集・保管の推進 

（３）伝統芸能の継承及び発展 

▶歴史的・文化的価値の理解・普及，公演等への支援 ▶伝統芸能の鑑賞機会を提供，古典の伝

承と活性化 ▶伝承者養成への支援，伝統的技術の後継者育成，原材料確保 

（４）芸能の振興 

▶創造活動，人材育成，普及活動に対する重点的支援等 ▶芸能の鑑賞機会を提供 

（５）生活文化，国民娯楽，出版物等の普及 

▶衣食住に係る文化をはじめ「くらしの文化」の振興，国民娯楽に関する活動推進 ▶出版物，レ

コード等の普及，国民が身近に親しめる環境整備 

（６）文化財等の保存及び活用 

▶文化財の公開・活用を積極的に推進 ▶歴史文化基本構想の策定支援等，地域の文化財の総 

合的な保存・活用，文化財と周辺環境の一体的な保存・活用 ▶文化財登録制度を活用し文化

財保護の裾野を拡大 ▶有形文化財の維持管理，修理の充実，防災・防犯対策への支援充実等 

▶無形文化財の伝承者確保・養成，伝統的技術の継承 ▶古墳壁画の保存・活用 ▶文化財保存

技術の保存・継承 ▶世界遺産への登録推薦 等 

２．地域における文化芸術振興 

▶多彩な文化芸術の鑑賞機会の充実，地域における創造活動等の支援，地域住民の文化芸術 

活動への参加促進 ▶地域の特色ある文化芸術活動を推進，担い手を育成 ▶関係機関の連携 

による地域文化の振興，文化芸術の創造性や魅力を教育，福祉，観光・産業等の分野に活用し 

て地域活性化を図る取組を促進 ▶伝統行事等の継承・発展，文化的景観の保護 ▶アイヌ文化 

の振興 

３．国際交流等の推進 

▶海外公演や海外展，国際共同制作への支援充実等 ▶中核的国際芸術フェスティバルへの支

援，特色ある国際文化交流の取組，国際会議の日本開催を支援 ▶東アジアをはじめ世界各国

との国際文化交流を推進 ▶文化人・芸術家等の相互交流・連携，国際的ネットワークの形成 ▶

青少年の国際文化交流等の推進 ▶メディア芸術の情報拠点構築，海外発信 ▶日本文学作品

の翻訳・普及，日本文化の総合的な情報発信 ▶文化遺産国際協力の推進 ▶アジア・太平洋地

域等における無形文化遺産保護活動への協力 

４．芸術家等の養成及び確保等 

▶新進芸術家等の海外留学，研修事業，活動成果の発表機会等の充実 ▶幅広い人材の養成・

確保，研修充実による文化芸術活動を担う人材の育成 ▶関係機関の連携による計画的・系統

的な人材育成 ▶文化芸術に係る教育・研究の充実 ▶芸術家等の活動環境等に関する諸条件
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の整備，社会的・経済的・文化的地位の向上 

５．国語の正しい理解 

▶国語に関する調査の定期的実施，国語に対する意識の向上と国語力の育成 ▶改定常用漢字

表等の普及 ▶敬語に関する具体的な指針の普及 ▶消滅の危機にある言語・方言の実態把握と

調査研究 ▶学校教育の一層の充実 ▶子どもの自主的な読書活動の推進 ▶豊かな文字・活字

文化の恵沢を享受できる環境の整備 等 

６．日本語教育の普及及び充実 

▶対象者の拡大に対応した日本語教育の充実 ▶地域の実情に応じた日本語教室の開設，日本

語指導者・ボランティアやコーディネーターの養成・研修等 ▶日本語教員等の海外派遣・招聘

研修の推進，情報通信技術を活用した日本語教材等の提供 

７．著作権等の保護及び利用 

▶デジタル化・ネットワーク化に対応した著作権制度上の課題について総合的な検討，法制度の

整備・運用，調査研究の実施，著作物の流通促進のためのシステム構築等 ▶著作権に関する

知識と意識の普及 ▶著作物等の海賊版の流通の防止・撲滅 

８．国民の文化芸術活動の充実 

（１）国民の鑑賞等の機会の充実 

▶文化芸術の公演・展示等への支援 ▶展覧会における美術品損害に対する政府補償制度の導

入等 ▶国民文化祭をはじめ，文化芸術に対する国民の関心喚起・参加促進する機会の充実 ▶

文化ボランティア活動の活発化のための情報提供，相互交流の推進等 

（２）高齢者，障害者等の文化芸術活動の充実 

▶施設のバリアフリー化，字幕・音声案内サービス，託児サービスの促進等，対象者のニーズに

応じた工夫や配慮等を促進 ▶関係団体等の取組支援 

（３）青少年の文化芸術活動の充実 

▶多彩な優れた芸術の鑑賞機会，伝統文化や文化財に親しむ機会を充実 ▶青少年を対象とし

た公演等への支援，文化芸術活動の機会の充実 ▶指導者の養成・確保 ▶学校等と連携した地

域の美術館，博物館における教育普及活動の充実 

（４）学校教育における文化芸術活動の充実 

▶体験学習など教育の充実，鑑賞機会の充実 ▶教員の資質向上，地域の芸術家等が教員と協

力して指導を行う取組の促進 ▶伝統的な音楽に関する教育の適切な実施 等 

９．文化芸術拠点の充実等 

（１）劇場，音楽堂等の充実 

▶地域の核となる劇場，音楽堂等の文化芸術活動を支援 ▶劇場，音楽堂等の法的基盤の整備

について早急に検討 ▶国立劇場，新国立劇場等の活動の推進 ▶地域の劇場，音楽堂等の創

造活動，芸術家等の配置・研修等への支援，情報提供等の充実 等 

（２）美術館，博物館，図書館等の充実 

▶企画展示技術の向上や文化財等の適切な保存管理の徹底等 ▶学芸員や教育普及等を担う
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専門職員の研修の充実 ▶指定管理者制度の導入に関するガイドラインの作成等 ▶登録美術品

制度の活用 ▶所蔵品の目録の整備，書誌情報やデジタル画像等のアーカイブ化を促進 ▶国立

美術館，国立博物館等の各機能の充実 ▶図書館が地域を支える情報拠点となるよう充実方策

の提示等の支援 ▶司書等の資質向上を図る研修等の充実 ▶博物館・図書館・公文書館（ＭＬ

Ａ）等の連携促進 

（３）地域における文化芸術活動の場の充実 

▶社会教育施設，学校施設等の利用の促進 等 

（４）公共の建物等の建築等に当たっての配慮 

▶周囲の環境や景観，歴史，文化等と調和した施設の整備・保全 

１０．その他の基盤の整備等 

（１）情報通信技術の活用の推進 

▶多様な文化芸術，映画・映像，文化財等の情報のネットワーク化・アーカイブ化等 ▶科学技術

の活用等を通じた取組の推進 等 

（２）地方公共団体・民間の団体等への情報提供等 

▶各種の情報・資料の収集・保存（アーカイブの構築），活用方法の検討等 ▶相談，助言等の窓 

口機能の整備 等 

（３）民間の支援活動の活性化等 

▶寄附文化を醸成するための税制上の措置の活用 等 

（４）関係機関等の連携等 

▶関係府省間の連携・協働，関係機関等が役割を明確化，相互の連携強化，協力促進 

（５）顕彰 

▶積極的な顕彰 

（６）政策形成への民意の反映等 

▶国民の意見を十分考慮した上での政策形成 ▶各地域における情報・意見の交換を行う場の設

定 ▶基礎的データの収集，各種調査研究の充実 ▶適切な評価方法の確立 
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３ 滋賀県文化振興条例（平成 21 年 滋賀県条例第 55 号） 

 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 文化振興基本方針（第４条） 

第３章 文化の振興に関する基本的施策（第５条―第 15 条） 

第４章 滋賀県文化審議会（第 16 条・第 17 条） 

付則 

 

私たちのふるさと滋賀は、母なる琵琶湖を田園、山並みなどが取り巻く穏やかな自然に

恵まれ、いにしえから交通の要衝として人、もの、情報が行き交う歴史の重要な舞台とな

ってきた。こうした独自の歴史や風土の中で、自律性、進取の気性などが培われるととも

に、地域の特色ある伝統的な文化が先人から脈々と受け継がれてきた。また、それぞれの

時代を生きる人々の感性や国内外との交流により新たな文化が創造されてきており、これ

らが滋賀の個性ある文化を形成している。 

文化は、私たちに感動、精神的な安らぎや生きる喜びをもたらすとともに、感性や創造

力をはぐくむものである。また、人と人が互いに理解し尊重し合う基盤となり、教育、福

祉等と密接に関連するとともに、経済の発展にも寄与するなど、地域社会の発展に欠かせ

ない影響力を有している。 

今、心の豊かさや人と人との絆が求められる時代を迎え、文化の役割がより重みを増し

てきており、文化の価値を改めて認識する必要がある。また、県内各地において、文化を

生かした取組が活発になりつつあり、そうした活動を育て、滋賀の文化を次の世代へ着実

に引き継いでいかなければならない。 

私たちは、だれもが誇りや愛着を持てる滋賀の実現を目指し、多様な主体による協働の

もとに、日々の暮らしの中で魅力ある滋賀の文化をはぐくむことを決意し、ここに滋賀県

文化振興条例を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、文化の振興に関し、基本理念を定め、および県の責務を明らかにす

るとともに、文化の振興に関する施策（以下「文化振興施策」という。）の基本となる

事項を定めることにより、文化振興施策の総合的な推進を図り、もって心豊かで潤いの

ある県民生活および個性豊かで活力にあふれる地域社会の実現に寄与することを目的と

する。 
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（基本理念） 

第２条 文化の振興に当たっては、県民一人ひとりが文化の担い手であることにかんがみ、

文化に関する活動（以下「文化活動」という。）を行う者の自主性が尊重されるととも

に、創造性が十分に発揮されるよう配慮されなければならない。 

２ 文化の振興に当たっては、文化を創造し、および享受することが人々の生まれながら

の権利であることにかんがみ、県民が等しく文化活動を行うことができるような環境の

整備が図られなければならない。 

３ 文化の振興に当たっては、文化の継承および発展を担う人材が育つとともに、その地

位の向上が図られるよう配慮されなければならない。 

４ 文化の振興に当たっては、歴史、風土等に培われてきた地域の特色ある文化、新たに

創造される文化その他の多様な文化がすべての県民に大切にはぐくまれ、次の世代に継

承されるよう配慮されなければならない。 

５ 文化の振興に当たっては、滋賀の文化の魅力が国内外に広まり、多様な文化との交流

が盛んになるよう配慮されなければならない。 

（県の責務） 

第３条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、文化振興施策を総合的に策定し、およ

び実施するものとする。 

２ 前項の規定による文化振興施策の策定および実施に当たっては、長期的かつ広域的な

視点に立つとともに、広く県民の意見が反映されるよう十分に配慮するものとする。 

３ 県は、国および地方公共団体以外のもの（以下「民間団体等」という。）が行う文化

活動が活発になるよう、民間団体等との連携に努めるとともに、民間団体等に対し、必

要な助言、支援または調整を行うよう努めるものとする。 

４ 県は、地域における文化の振興に市町が果たす役割の重要性にかんがみ、市町との連

携に努めるとともに、市町が文化振興施策を策定し、および実施するために必要な助言、

支援または調整を行うよう努めるものとする。 

５ 県は、滋賀の文化が県外の文化との交流の中ではぐくまれてきたことにかんがみ、県

外の地方公共団体および国との連携に努めるものとする。 

 

第２章 文化振興基本方針 

第４条 知事は、文化振興施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、文化の振興に関す

る基本的な方針（以下「文化振興基本方針」という。）を定めるものとする。 

２ 文化振興基本方針は、文化の振興に関する総合的かつ長期的な目標、文化振興施策の

方向その他必要な事項について定めるものとする。 

３ 知事は、文化振興基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、県民の意見を反映す

ることができるよう必要な措置を講じなければならない。 
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４ 知事は、文化振興基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、滋賀県文化審議会の

意見を聴かなければならない。 

５ 知事は、文化振興基本方針を定めたときは、これを公表するものとする。 

６ 前３項の規定は、文化振興基本方針の変更について準用する。 

 

第３章 文化の振興に関する基本的施策 

（芸術活動の促進） 

第５条 県は、文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊、メディア芸術（映画、漫画、アニ

メーションおよびコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術をいう。）その他の

芸術について創造性豊かな活動を促進するため、これらの芸術の公演、展示等への支援

およびその実施その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（地域において継承されてきた文化的資産の保存および活用） 

第６条 県は、歴史、風土等に培われてきた有形および無形の文化財その他の地域におい

て継承されてきた文化的資産の保存および活用を図るため、これらの文化的資産の調査

およびその修復、公開等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（魅力ある風景の保全および継承） 

第７条 県は、人々の生活とともに形成されてきた滋賀の魅力ある風景を保全し、次の世

代に継承するため、地域の風景を守り育てる活動への支援その他の必要な施策を講ずる

ものとする。 

（文化活動の場の充実） 

第８条 県は、文化施設（文化活動に係る公演、展示等を行うための施設をいう。以下同

じ。）について、その特色を生かした事業の実施その他の必要な施策を講ずるものとす

る。 

２ 県は、県民の文化活動の場の充実を図るため、文化施設以外の場所の活用その他の必

要な施策を講ずるものとする。 

（文化に関する情報の発信および取得） 

第９条 県は、県民が文化に関する情報を効果的に発信し、および容易に取得することが

できるよう、文化に関する情報の発信および取得の環境の整備その他の必要な施策を講

ずるものとする。 

（文化に関する交流の促進） 

第 10 条 県は、県民と国内外の人々との文化に関する交流を促進するため、その機会の提

供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（産業の分野との連携） 

第 11 条 県は、観光その他の産業の分野の発展とともに文化の振興を図るため、これらの

分野への文化的資産の活用その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（高齢者、障害者等の文化活動の充実） 
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第 12 条 県は、高齢者、障害者等が行う文化活動の充実を図るため、これらの者の文化活

動が活発に行われるような環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（青少年の文化活動の充実） 

第 13 条 県は、次代の社会を担う青少年が行う文化活動の充実を図るため、青少年を対象

とした文化活動に係る公演、展示等の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（学校教育における文化活動の充実） 

第 14 条 県は、学校教育における文化活動の充実を図るため、文化に関する体験学習の実

施その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（文化の継承および発展を担う人材の育成） 

第 15 条 県は、文化に関する専門的な活動を行う者、その活動を支える者その他の文化の

継承および発展を担う人材の育成を図るため、これらの者が行う文化活動への支援、文

化活動で顕著な成果を収めた者の顕彰その他の必要な施策を講ずるものとする。 

第４章 滋賀県文化審議会 

（滋賀県文化審議会） 

第 16 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の４第３項の規定に基づき、知事

の附属機関として、滋賀県文化審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

２ 審議会は、第４条第４項に規定する事項を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、文

化の振興に関する事項を調査審議するものとする。 

３ 審議会は、前項の調査審議を行うほか、文化の振興に関する事項に関し、知事に意見

を述べることができる。 

（審議会の組織等） 

第 17 条 審議会は、委員 15 人以内で組織する。 

２ 委員は、文化の振興に関し学識経験を有する者および県民から公募した者のうちから

知事が任命する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることを妨げない。 

５ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定

める。 

 

付 則  抄 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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４ 大津市総合計画第２期実行計画 結（ゆい）プラン（抜粋） 

 
基本政策６ 古都の風格と新しい感性がともに息づくまちにします 

 

施策 30 市民文化の香り豊かなまちづくり 

施策の目標 

文化は、人間の営みの中で物心両面の成果として形づくられてきたものですが、その中

でも、市民の日常生活に身近な文化としての市民文化をはぐくむことは、市民の連帯やま

ちへの愛着をはぐくむことにもつながります。 

このため、多様な文化活動を促進し、個性ある市民文化の香り豊かなまちを目指します。 

 

重点化の視点 

市民文化は、芸術や伝統芸能の鑑賞をするだけでなく、市民が自ら主体的に参加するこ

とにより、個性あるものとしてはぐくまれます。  

このため、文化活動に参加する機会づくりや活動成果の発表の場の充実など、市民が文

化に親しむ機会の充実を図るとともに、文化活動を支える環境を整備します。 

 

施策 31 歴史や伝統に触れるまちづくり 

施策の目標 

「古都」である本市には、先人により培われた、豊かな歴史や文化が息づいています。

また、多様な地域の特性を反映した、個性豊かな伝統や風習もはぐくまれてきました。  

こうした歴史や文化、伝統などは本市の特色である多様な個性の源泉であるため、これ

らを保存・継承するとともに、市民や来訪者がこうした歴史や伝統に触れることのできる

まちづくりを推進します。 

 

重点化の視点 

地域の個性としての歴史や文化に触れ、その保存・継承に携わることは、市民のコミュ

ニティ意識の醸成や地域への愛着づくりにつながります。 

このため、まちの歴史や行祭事に関する情報を提供し、歴史や伝統に対する市民の意識

を啓発するとともに、伝統文化の保存・継承を推進します。 

 

施策 32 文化財を大切にするまちづくり 

施策の目標 

文化財は、まちの成り立ちや歴史的な位置づけを現代に伝える、先人が残した貴重な足

跡です。 
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こうした史跡・文化財を保存・活用することにより、まちの歴史や文化に触れ、学ぶこ

とができるまちづくりを推進します。 

 

重点化の視点 

文化財は、本市の歴史や個性を後世に伝える貴重な資源であることから、文化財の保存

を推進するとともに、その積極的な活用により、市民の意識を高め、市民共有の財産とし

て次代に継承していきます。 
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５ 大津市内の公共文化施設一覧 

 

○美術館・博物館 

施設名 所在地 電話番号 

滋賀県立近代美術館 大津市瀬田南大萱町１７４０－１ ５４３－２１１１

大津市歴史博物館 大津市御陵町２－２ ５２１－２１００

三橋節子美術館 大津市小関町１－１ ５２３－５１０１

 

○文化ホール 

施設名 所在地 電話番号 

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大津市打出浜１５－１ ５２３－７１３３

ピアザ淡海 

滋賀県立県民交流センター 
大津市におの浜一丁目１－２０ ５２７－３３１５

大津市民会館 大津市島の関１４－１ ５２５－１２３４

大津市北部地域文化センター 大津市堅田二丁目１－１１ ５７４－０１４０

大津市生涯学習センター 大津市本丸町６－５０ ５２７－００２５

大津市和邇文化センター 大津市和邇高城１２ ５９４－８０２２

 

○その他公共文化施設 

施設名 所在地 電話番号 

大津市立市民文化会館 大津市御陵町２－３ ５２２－７１６５

長等創作展示館 大津市小関町１－１ ５２３－５１０１

大津市伝統芸能会館 大津市園城寺町２４６－２４ ５２７－５２３６

スカイプラザ浜大津 大津市浜大津一丁目３－３２ ５２５－００２２

大津市仰木太鼓会館 大津市仰木四丁目２－５０ ５７２－００２８

 

○図書館 

施設名 所在地 電話番号 

滋賀県立図書館 大津市瀬田南大萱町１７４０－１ ５４８－９６９１

大津市立図書館 大津市浜大津二丁目１－３ ５２６－４６００

大津市北図書館 大津市堅田二丁目１－１１ ５７４－０１４５

大津市立和邇図書館 大津市和邇高城２５ ５９４－２０５０
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○公民館 

施設名 所在地 電話番号 

大津公民館 大津市島の関１４－１ ５２６－２６６６ 

木戸公民館 大津市木戸５８ ５９２－１１２４ 

和邇公民館 大津市和邇中９４－１ ５９４－２２３４ 

小野公民館 大津市湖青一丁目１－２ ５９４－２０００ 

小野公民館分館 大津市湖青一丁目１－５ ５９４－２０００ 

葛川公民館 大津市葛川坊村町２３７－３７ ５９９－２００１ 

伊香立公民館 大津市伊香立生津町１３３－１ ５９８－２００１ 

真野北公民館 大津市緑町４－１ ５７４－３２１１ 

真野公民館 大津市真野四丁目６－２ ５７２－１１６４ 

堅田公民館 大津市本堅田三丁目８－１ ５７２－０２２２ 

仰木公民館 大津市仰木四丁目１５－１１ ５７２－０２０５ 

仰木の里公民館 大津市仰木の里七丁目１－２５ ５７３－７１３５ 

雄琴公民館 大津市雄琴一丁目１７－２ ５７８－１０３５ 

日吉台公民館 大津市日吉台一丁目１５－１ ５７９－４５１８ 

坂本公民館 大津市坂本六丁目１－１２ ５７８－００１５ 

下阪本公民館 大津市下阪本三丁目１４－３０ ５７８－００１７ 

唐崎公民館 大津市唐崎二丁目１０－１ ５７８－３０８４ 

滋賀公民館 大津市南志賀一丁目８－３２ ５２２－２１８０ 

山中比叡平公民館 大津市比叡平三丁目５７－１ ５２９－０１４６ 

藤尾公民館 大津市横木二丁目４－１ ５２２－３８７６ 

長等公民館 大津市大門通１６－４０ ５２５－０８５４ 

逢坂公民館 大津市京町三丁目１－３ ５２４－７８２７ 

中央公民館 大津市中央二丁目２－５ ５２６－４８３５ 

平野公民館 大津市打出浜１０－３０ ５２２－６２７６ 

膳所公民館 大津市本丸町６－４０ ５２２―７５１３ 

富士見公民館 大津市富士見台３－３０ ５３４－８１２２ 

晴嵐公民館 大津市北大路一丁目９－５ ５３７－３２２１ 

石山公民館 大津市石山寺三丁目１５－１５ ５３７－０００１ 

南郷公民館 大津市南郷一丁目１２－１３ ５３３－０２９２ 

大石公民館 大津市大石中一丁目７－４ ５４６－１００２ 

田上公民館 大津市里三丁目９－１ ５４６－０００１ 

上田上公民館 大津市牧一丁目１－２４ ５４９－０００３ 

青山公民館 大津市青山五丁目１３－３６ ５４９－３６６４ 

瀬田公民館 大津市大江三丁目２－１ ５４５－４０８４ 

瀬田北公民館 大津市大将軍一丁目１４－３０ ５４４－２０２１ 

瀬田南公民館 大津市神領三丁目８－９ ５４４－２０３１ 

瀬田東公民館 大津市一里山三丁目１６－１ ５４５－９００１ 
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６ 大津市内の文化財（国宝）一覧 

種  別 指定年月日 名    称 員  数 所有者 時  代

絵画 M30.12.28 絹本著色六道絵 15 幅 聖 衆 来

迎寺 

鎌倉 

絵画 M33.4.7 絹本著色不動明王像(黄

不動尊) 

1 幅 園城寺 平安 

絵画 S13.7.4 紙本墨画五部心観(完

本) 

紙本墨画五部心観(巻初

を欠く) 

１巻  

 

１巻 

園城寺 唐・平安 

彫刻 M33.4.7 木造智証大師坐像(御廟

安置) 

1 躯 園城寺 平安 

彫刻 M33.4.7 木造智証大師坐像(御骨

大師) 

1 躯 園城寺 平安 

彫刻 M33.4.7 木造新羅明神坐像(新羅

善神堂安置) 

1 躯 園城寺 平安 

工芸品 M33.4.7 宝相華蒔絵経箱 1 合 延暦寺 平安 

工芸品 T15.4.19 金銅経箱 1 合 延暦寺 平安 

工芸品 S39.5.26 七条刺納袈裟 

刺納衣 

1 領 

1 領 

延暦寺 隋 

書跡等 M30.12.28 伝教大師将来目録 1 巻 延暦寺 平安 

書跡等 M30.12.28 羯磨金剛目録 1 巻 延暦寺 平安 

書跡等 M33.4.7 天台法華宗年分縁起 1 巻 延暦寺 平安 

書跡等 M33.4.7 六祖恵能伝 1 巻 延暦寺 唐 

書跡等 M33.4.7 伝教大師入唐牒 1 巻 延暦寺 唐 

書跡等 S28.11.14 嵯峨天皇宸翰光定戒牒 1 巻 延暦寺 平安 

書跡等 M33.4.7 他 智証大師関係文書典籍   園城寺 平安・唐 

書跡等 M30.12.28 延暦交替式 1 巻 石山寺 平安 

書跡等 M30.12.28 越中国官倉納穀交替記

残巻 

1 巻 石山寺 平安 

書跡等 M33.4.7 玉篇巻第廿七  後半 1 巻 石山寺 唐 

書跡等 M33.4.7 周防国玖珂郡玖珂郷延

喜八年戸籍残巻 

1 巻 石山寺 平安 

書跡等 M33.4.7 漢書 2 巻  石山寺 奈良 
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種  別 指定年月日 名    称 員  数 所有者 時  代

書跡等 M33.4.7 史記巻第九十六、九十

七残巻 

1 巻 石山寺 奈良 

書跡等 S28.11.14 春秋経伝集解巻第廿六

残巻 

1 巻 石山寺 平安 

書跡等 S28.11.14 春秋経伝集解巻第廿九

残巻 

1 巻 石山寺 平安 

書跡等 S28.11.14 釈摩訶衍論 5 帖 石山寺 唐 

書跡等 S34.6.27 淳祐内供筆聖教(薫聖

教) 

73 巻、1

帖 

石山寺 平安 

考古資料 S19.9.5 崇福寺塔心礎納置品   近 江 神

宮 

奈良 

建造物 M32.4.5 延暦寺根本中堂 1 棟 延暦寺 江戸 

建造物 M34.8.2 日吉大社西本宮本殿 １棟 日 吉 大

社 

桃山 

建造物 M34.8.2 日吉大社東本宮本殿 １棟 日 吉 大

社 

桃山 

建造物 M34.3.27 園城寺新羅善神堂 1 棟 園城寺 室町 

建造物 M39.4.14 園城寺金堂 1 棟 園城寺 桃山 

建造物 M34.3.27 勧学院客殿 1 棟 園城寺 桃山 

建造物 M34.3.27 光浄院客殿 1 棟 園城寺 桃山 

建造物 M31.12.28 石山寺本堂 1 棟 石山寺 平安・桃山

建造物 M32.4.5 石山寺多宝塔 1 基 石山寺 鎌倉 
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７ 新大津市文化振興ビジョン策定懇話会要綱 
 
（設置） 

第１条 本市の文化振興の将来像を展望し、文化行政を総合的かつ計画的に推進するため、

大津市文化振興ビジョン（平成１２年策定）に代わる新たな指針（以下「新文化振興ビ

ジョン」という。）を策定するに当たり、必要な調査及び検討を行うことを目的として、

新大津市文化振興ビジョン策定懇話会（以下「懇話会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 懇話会は、新文化振興ビジョンの策定に係る必要な事項の調査及び検討に関する

事務を所掌する。 

（組織） 

第３条 懇話会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（1） 学識経験を有する者 

（2） 芸術文化に関する団体又は施設の代表者等 

（3） 市民団体の代表者等 

（4） 市長が行う委員の公募に応募した市民 

（5） 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 

３ 前項第４号の規定にかかわらず、公募を実施しても応募者がなかったとき、又は適任

者がなかったときは、公募によらず、市民のうちから委員を委嘱する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から懇話会が廃止される日までとする。 

（会長） 

第５条 懇話会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。 

３ 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 懇話会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、主宰する。 

２ 会長は、会議に委員以外の者の出席を求め、又は傍聴を認めることができる。 

（庶務） 

第７条 懇話会の庶務は、市民部国際文化交流課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話会

に諮って定める。 
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附 則 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、平成２３年３月３１日限り、その効力を失う。 

３ この要綱の施行後最初に開催される懇話会は、第６条第１項の規定にかかわらず、市

長が招集する。    
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８ 新大津市文化振興ビジョン策定懇話会委員名簿 

区    分 氏     名 備     考 

学識経験者 牛
うし

尾
お

 郁
いく

夫
お

 
成安造形大学学長 

学識経験者 近
こん

藤
どう

 宏
こう

一
いち

  
立命館大学経営学部副学部長 

芸術文化 

団体代表 松
まつ

井
い

 佐
すけ

彦
ひこ

 大津市文化連盟会長 

芸術文化 

団体代表 川
かわ

嶋
しま

 八
や

重
え

  
大津市鑑賞連盟事務局長 

芸術文化 

団体代表 渡邊
わたなべ

 敦
あつ

子
こ

  
滋賀学区文化協会会長 

 

芸術文化 

施設代表 井上
いのうえ

 建夫
たけお

 財団法人びわ湖ホール理事長・館長 

市民団体代表 中本
なかもと

 松雄
まつお

 大津市自治連合会理事 

市民団体代表 西本
にしもと

 育
いく

子
こ

  大津市市民活動センター運営スタッフ 

公募市民 吉
よ し

田
だ

 遊
ゆう

介
すけ

  公募市民 
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９ ビジョン策定までに係る経過 

 
 開  催  日 場 所 内            容 

第１回 平成 22 年 7 月 28 日 市役所 ・委員委嘱 

・会長選出 

・大津市長からの諮問 

・現大津市文化振興ビジョン策定の経過と

進捗状況について 

・新大津市文化振興ビジョンの策定スケジ

ュールについて 

・講話 「国及び滋賀県における文化振興

行政の現状と課題について」 

第２回 平成 22 年 9 月 30 日 市役所 ・今後のスケジュールについて 

・新大津市文化振興ビジョンの全体像につ

いて（自由討論） 

第３回 平成 22 年 11 月 24 日 市役所 ・新大津市文化振興ビジョンの基本方針に

ついて 

・新大津市文化振興ビジョンの素案につい

て 

第４回 平成 23 年 1 月 20 日 市役所 ・第２次大津市文化振興ビジョン（案）に

ついて 

・市民パブリックコメントについて 

パブリッ

クコメン

ト実施 

平成 23 年 1 月 27 日から 

 平成 23 年 2 月 17 日まで 

・第 2 次大津市文化振興ビジョン（案）に

対するパブリックコメント募集 

第５回 平成 23 年 2 月 24 日 市民文

化会館

・市民パブリックコメントの結果について

・第２次大津市文化振興ビジョンの答申に

ついて 

 平成 23 年 3 月 15 日 市役所 ・市長へ答申 
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